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問い合わせ 議会事務局
（   892・0121）

インターネットで
本会議を配信

　

市
議
会
で
は
、
28
年
３
月
か
ら

本
会
議
の
録
画
映
像
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

■
視
聴
方
法

　

パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、
市
議
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
視
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
議
会
中
継
の

ペ
ー
ジ
に
直
接
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▽
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

問い合わせ 医療保険課
（   892・0121）

国⺠健康保険の
お知らせ

■
保
険
料
の
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た

 　

６
月
中
旬
に
、
28
年
度
の
「
国

民
健
康
保
険
料
納
入
通
知
書
」
を

発
送
し
ま
す
。

　

４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
12

か
月
分
の
年
間
保
険
料
を
、
６
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
10
回
で

割
っ
て
通
知
し
ま
す
。

　

保
険
料
率
は
、
医
療
費
の
伸
び

や
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
所
得

の
状
況
、
加
入
者
数
お
よ
び
加
入

世
帯
を
基
に
算
出
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
は
、
医
療
分
・
支

援
金
分
・
介
護
分
を
合
算
し
た
額

で
す
。

　

限
度
額
に
つ
い
て
は
、
中
間
所

得
者
層
の
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
、
国
の
基
準
ど
お
り
に
引
き
上

げ
ま
し
た
。

　

所
得
割
、
均
等
割
、
平
等
割
の

保
険
料
率
は
下
表
の
と
お
り
で

す
。

■
納
付
方
法
に
つ
い
て

　

保
険
料
は
、
６
月
か
ら
翌
年
３

月
ま
で
の
年
10
回
に
割
っ
て
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

５
月
中
に
転
出
や
社
会
保
険
の

加
入
な
ど
で
、
国
民
健
康
保
険
の

資
格
を
喪
失
し
た
世
帯
に
は
、
４

月
分
の
保
険
料
を
28
年
度
の
保
険

料
確
定
後
の
６
月
納
期
分
（
１
期

分
）
と
し
て
納
入
通
知
書
を
送
付

し
ま
す
。

※ 

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

世
帯
の
人
は
、
４
・
６
・
８
月
が

仮
徴
収
と
な
り
、
10
・
12
・
２

月
が
本
徴
収
の
年
６
回
払
い
と

な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合

　

災
害
、
倒
産
・
解
雇
な
ど
で
、

大
幅
に
所
得
が
減
少
し
た
場
合
や

生
活
困
窮
な
ど
の
特
別
な
事
情
に

よ
り
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
の
減
免
な
ど
の
制
度
が
あ

り
ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
休
日
納
付
相
談
窓
口

　

平
日
の
昼
間
に
、
納
付
や
納
付

相
談
が
困
難
な
人
は
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

と 　

き　

６
月
12
日
（
日
）
午
前

28 年度　保険料の料率
医療分 支援金分 介護分

（
①
〜
③
の
合
計
）

年
間
保
険
料

①所得割
基準総所得金額
（27 年中の所
得が対象）

× 7.87 ％ × 2.31 ％ × 2.48 ％

②均等割 被保険者
1人あたり 28,720 円 8,710 円 9,990 円

③平等割 1世帯あたり 22,800 円 6,910 円 5,880 円

限度額 54万円 19万円 16万円

40歳以上65歳未満の国保加入者は、介護分が加算されます。

所得割の基準総所得金額の計算方法
○給与所得などの場合
　給与収入－給与所得控除－基礎控除（33万円）
○公的年金などの場合
　年金などの収入－公的年金等控除－基礎控除（33万円）
○営業・その他の事業・不動産所得などの場合
　 収入－必要経費－基礎控除（33万円）
※複数の所得がある場合でも、基礎控除は33万円のみです。

10
時
〜
午
後
３
時

と 

こ
ろ　

市
役
所
本
館
１
階　

医

療
保
険
課

■
医
療
費
一
部
負
担
金
の
減
免
制
度

　

次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
病

院
な
ど
に
支
払
う
医
療
費
の
自
己

負
担
額
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合

は
、
一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
が

あ
り
ま
す
。

① 

世
帯
主
お
よ
び
同
一
世
帯
の
被 

保
険
者
が
所
有
す
る
家
屋
や
そ

の
他
の
財
産
が
風
水
害
、
火
災

な
ど
で
全
壊
、
全
焼
な
ど
重
大

な
被
害
を
受
け
た
場
合

② 

世
帯
主
お
よ
び
同
一
世
帯
の
被

保
険
者
が
事
業
の
休
廃
止
、
失

業
や
傷
病
、
死
亡
に
よ
り
収
入

が
著
し
く
減
少
し
た
場
合

③ 

そ
の
他
①
・
②
に
類
す
る
事
由

が
あ
り
、
医
療
機
関
へ
の
支
払

い
が
極
め
て
困
難
な
場
合

※ 

減
免
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
一

定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
で

　

保
険
料
の
納
付
を
口
座
振
替
に

す
る
と
、
毎
月
納
め
に
行
く
手
間

が
省
け
、
納
め
忘
れ
も
な
く
な
り

ま
す
。

　

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
市
役
所

本
館
１
階
医
療
保
険
課
、
星
田
出

張
所
、
市
内
の
指
定
金
融
機
関
に

あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
に
必
要
な
も
の　

▽
預
貯
金
通
帳

▽
金
融
機
関
届
出
印

▽
国
民
健
康
保
険
の
納
入
通
知
書

申 

し
込
み
先　

市
指
定
の
金
融
機

関
窓
口

■
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付
で
き
ま
す

　

保
険
料
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
も
納
付
で
き
ま
す
が
、
納

付
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書
、
コ
ン

ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
の
印
刷

が
な
い
納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で

は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

■ 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
薬
剤
費
の
自
己
負
担

軽
減
と
国
民
健
康
保
険
医
療
費
の

削
減
を
目
的
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
の
普
及
促
進
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
服
用

を
希
望
す
る
人
は
、
医
師
・
薬
剤

師
に
ご
相
談
い
た
だ
き
、
切
り
替

え
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

市
は
、「
平
成
28
年
熊
本
地
震
災

害
義
援
金
」の
募
金
活
動
を
行
い
、

集
ま
っ
た
義
援
金
を
日
本
赤
十
字

社
大
阪
府
支
部
を
通
し
て
、
熊
本

県
に
送
り
ま
し
た
。

▽ 

４
月
17
日
に
行
わ
れ
た
「
交
野

市
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
マ
ラ
ソ
ン
２

０
１
６
」で
、市
と
交
野
市
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
マ
ラ
ソ
ン
実
行
委
員

会
が
共
同
で
実
施
し
た
募
金
活

動
で
集
ま
っ
た
義
援
金
38
万
１

９
３
２
円

▽ 

４
月
21
日
・
22
日
に
、
市
内
５

駅
（
交
野
市
駅
・
郡
津
駅
・
私

市
駅
・
河
内
磐
船
駅
・
星
田
駅
）

で
、
市
職
員
が
実
施
し
た
募
金

活
動
で
集
ま
っ
た
義
援
金
63
万

７
４
０
６
円

問 

い
合
わ
せ　

地
域
安
心
課
（
℡  

８
９
２
・
０
１
２
１
）

熊
本
地
震
災
害

義
援
金
を
送
金

業
者
も
あ
り
、
問
題
で
す
。
支

払
い
は
見
合
わ
せ
て
、
当
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
取
引
は
解
消
し
て
、

不
用
品
は
市
役
所
の
ル
ー
ル
に

従
っ
て
処
分
し
ま
し
ょ
う
。

　

粗
大
ご
み
や
不

用
品
の
収
集
・
運

搬
は
、
市
お
よ
び
市
の
許
可
を

受
け
た
一
般
廃
棄
物
の
処
理
業

者
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

　

無
許
可
の
業
者
が
不
法
投
棄

を
し
た
り
、
不
適
正
な
処
理
を

し
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。そ
の

結
果
、
有
害
物
質
が
空
気
中
に

放
出
さ
れ
た
り
、
火
災
に
な
っ

た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

電
話
で
、不
用
品
の
買
い
取
り

を
持
ち
掛
け
る
業
者
の
苦
情
も

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。不
用
品
を

引
き
取
る
と
言
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
家
に
来
た
ら
貴
金
属

を
出
す
よ
う
、
強
引
に
要
求
さ

れ
た
と
い
う
事
例
も
あ
り
ま
す
。

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

      

　
「
不
用
品
無
料
回
収
」

と
拡
声
器
で
呼
び
か
け

る
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
回
っ
て
き

た
の
で
、
家
電
製
品
や
家
具
を

出
し
ま
し
た
。

　

車
に
積
み
込
ん
で
か
ら
、
い

き
な
り
５
万
円
を
支
払
う
よ
う

に
言
わ
れ
て
、
押
し
問
答
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

業
者
は
強
引
に
、
５

万
円
を
請
求
し
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
価
格
の
合
意
が

な
く
、
契
約
が
完
全
に
は
成
立

し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
主
張
で

き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
そ

も
そ
も
連
絡
先
を
知
ら
せ
な
い

ＱＡ

助
言

消費者相談
～不用品の処分にご注意～

問 い合わせ　消費生活センター（ゆうゆ
うセンター1階、℡  891・5003）

募金活動の様子

▽ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝http://sm

a
rt.discussvision.net/sm

art/
tenant/katano/W

ebView
/議会映像配信の様子

■
６
月
議
会
の
予
定

　

６
月
議
会
に
つ
い
て
も
、
会
議

後
順
次
、
配
信
し
て
い
く
予
定
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
視
聴
し
て
く
だ
さ

い
。

▽ 

６
月
６
日
（
月
）
＝
本
会
議
初

日〈
議
案
上
程
・
採
決
〉

▽ 

６
月
20
日
（
月
）
〜
22
日
（
水
）

＝
一
般
質
問

▽ 

６
月
24
日
（
金
）
＝
本
会
議
最

終
日〈
委
員
長
報
告
・
採
決
〉

※ 
議
会
の
日
程
は
、
あ
く
ま
で
も

予
定
で
あ
り
、
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

■
映
像
の
配
信

　

録
画
映
像
は
、
会
議
が
終
了
し

た
日
の
翌
日
か
ら
、
お
お
む
ね
７

日
後
（
土
・
日
曜
日
、
祝
・
休
日

を
除
く
）に
配
信
を
開
始
し
ま
す
。

　

な
お
、
ラ
イ
ブ
中
継
に
つ
い
て

は
、今
後
予
定
を
し
て
い
ま
す
。
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■
保
険
料
の
本
算
定
・
本
徴
収

　

６
月
は
、
１
年
間
の
介
護
保
険

料
を
決
定
す
る
月
で
す
。第
１
号

被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
人
）
に

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
兼
特

別
徴
収
開
始
通
知
書
」
を
、
６
月

中
旬
に
送
り
ま
す
。

　

普
通
徴
収
（
口
座
振
替
・
金
融

機
関
な
ど
で
の
納
付
）
の
人
は
、

納
付
回
数
が
10
回
（
６
月
〜
翌
年

３
月
分
）で
す
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

人
は
、
仮
徴
収
を
行
い
、
納
付
は

偶
数
月
の
年
６
回
で
す
。

■
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

　

被
保
険
者
は
、
40
〜
64
歳
の
医

療
保
険
加
入
者
と
、
65
歳
以
上
の

す
べ
て
の
人
で
す
。こ
の
制
度
は

み
な
さ
ん
の
保
険
料
と
公
費
で
運

営
さ
れ
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

で
、介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
、

安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
保
険
料
は
期
限
ま
で
に

　

保
険
料
の
滞
納
が
あ
っ
た
場
合
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
使
う
と
き
に
支

払
う
１
割
、
ま
た
は
２
割
の
自
己

負
担
が
３
割
に
な
る
な
ど
、
滞
納

期
間
に
応
じ
た
保
険
給
付
の
制
限

を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。必

ず
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
保
険
料
の
軽
減

　

真
に
生
活
が
困
難
な
状
況
に
あ

る
人
に
対
し
、
生
活
実
態
に
則
し

た
保
険
料
の
軽
減
を
行
い
ま
す
。

対 　

象　

介
護
保
険
料
所
得
段
階

区
分
が
第
２
・
３
段
階
で
、
次

の
①
〜
⑧
の
要
件
す
べ
て
に
該

当
し
、
保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

① 

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
で

あ
る
こ
と
（
確
定
申
告
ま
た
は

市
民
税
申
告
が
必
要
）

② 

世
帯
の
年
間
収
入
合
計
が
１
４

４
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
２

人
以
上
の
場
合
は
33
万
円
、
配

偶
者
は
38
万
円
を
加
算
）

③ 

市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
な
い
こ
と

④ 

市
民
税
課
税
者
と
生
計
を
共
に

し
て
い
な
い
こ
と

⑤ 

健
康
保
険
な
ど
の
医
療
保
険

で
、
被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と

⑥ 

資
産
な
ど
を
活
用
し
て
も
、
生

活
が
困
窮
し
て
い
る
状
態
に
あ

る
こ
と（
住
居
用
資
産
を
除
く
）

⑦ 

世
帯
の
銀
行
預
金
な
ど
の
元
本

合
計
が
３
５
０
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と

⑧ 

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と

軽 

減
内
容　

保
険
料
第
２
段
階
を

第
１
段
階
に
、
第
３
段
階
を
第

２
段
階
に
軽
減

申 

し
込
み　
「
平
成
28
年
度
介
護

保
険
料
納
入
通
知
書
兼
特
別
徴

収
開
始
通
知
書
」、
印
鑑
、
預
貯

金
・
年
金
受
給
額
が
確
認
で
き

る
も
の（
世
帯
全
員
分
）、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
の
本
人
確

認
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保険料の納め方（第 1号被保険者）

特別徴収（年金から天引き）
　老齢・退職年金などが年額 18万円（月額 1
万 5千円）以上の人は、2か月ごとの年金定
期支払時に、介護保険料が天引きされます。

普通徴収（納付書・口座振替）
　老齢・退職年金などが年額 18万円（月額 1
万 5千円）未満の人、特別徴収が開始される
前の人は、納付書を送りますので、納付期限
までに近くの金融機関、コンビニエンススト
アなどで納めてください。また、納め忘れが
ないよう、口座振替をお勧めします。
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第 1号被保険者の介護保険料段階表
段階 対象者 年間保険料

１
生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉
年金受給者 27,540 円

世帯全員が市民税非課税で、かつ
前年の本人の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が

 80万円以下

2  80 万１円以上
 120 万円以下 39,720 円

3  120 万１円以上 45,840 円
4 世帯の誰かに市民税が課税されて

いるが本人は市民税非課税で、前
年の本人の合計所得金額と課税年
金収入額の合計額が

 80万円以下 55,020 円

5  80 万 1円以上 　61,080 円
　（基準額）

6

本人が市民税課税で、前年の合計
所得金額が

 120 万円未満 73,320 円

7  120 万円以上
 190 万円未満 79,440 円

8  190 万円以上
 200 万円未満 91,620 円

９  200 万円以上
 350 万円未満 100,800 円

10  350 万円以上
 500 万円未満 109,980 円

11  500 万円以上
 650 万円未満 116,100 円

12  650 万円以上
 800 万円未満 119,160 円

13  800 万円以上 122,160 円
※ 所得金額は、前年（27年 1～ 12月）の合計所得金額です。

問い合わせ ⾼齢介護課
（   893・6400）

介護保険の
お知らせ
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